
  

　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号

　  　平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ132億4,437万3千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,431億

　　  4,266万6千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算

　　  補正」による。

　　　(債務負担行為の補正）

　　第２条　債務負担行為の追加は、「第２表　債務負担行為補正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第３条　地方債の追加は、「第３表　地方債補正」による。

平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案

     第１号　平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 1               



2               

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

9 国 庫 支 出 金 90,929,871 6,398,173 97,328,044

1 国 庫 負 担 金 54,367,680 7,500 54,375,180

2 国 庫 補 助 金 33,835,810 6,366,044 40,201,854

3 委 託 金 2,726,381 24,629 2,751,010

10 財 産 収 入 1,940,580 823 1,941,403

1 財 産 運 用 収 入 1,257,620 823 1,258,443

11 寄 付 金 51,687 2,000 53,687

1 寄 付 金 51,687 2,000 53,687

12 繰 入 金 34,114,937 6,500,667 40,615,604

1 特 別 会 計 繰 入 金 695,337 1,844 697,181

2 基 金 繰 入 金 33,363,432 6,498,823 39,862,255

13 繰 越 金 1 341,565 341,566

歳 　　　　　　　　　入



  

1 繰 越 金 1 341,565 341,566

14 諸 収 入 81,711,576 11 81,711,587

7 雑 入 1,962,551 11 1,962,562

15 県 債 125,129,000 1,134 125,130,134

1 県 債 125,129,000 1,134 125,130,134

歳 入 合 計 829,898,293 13,244,373 843,142,666

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

2 総 務 費 35,024,977 1,270,724 36,295,701

2 企 画 費 3,365,498 26,905 3,392,403

4 市 町 村 振 興 費 3,302,442 1,092,033 4,394,475

6 防 災 費 1,247,791 23,868 1,271,659

7 災 害 救 助 費 167,092 12,950 180,042

9 生 活 文 化 費 1,149,145 114,968 1,264,113

歳 　　　　　　　　　出

     第１号　平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 3               
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3 民 生 費 108,944,995 972,618 109,917,613

2 児 童 福 祉 費 13,688,483 897,543 14,586,026

3 障 害 福 祉 費 12,372,415 70,875 12,443,290

4 生 活 保 護 費 2,722,779 4,200 2,726,979

4 衛 生 費 24,199,951 1,831,043 26,030,994

1 医 務 費 9,924,501 1,436,529 11,361,030

4 公 衆 衛 生 費 6,444,744 134,498 6,579,242

5 環 境 衛 生 費 359,352 3,198 362,550

6 薬 務 費 34,130 256,818 290,948

5 労 働 費 4,120,930 1,094,171 5,215,101

1 労 政 費 44,909 29,171 74,080

3 雇 用 対 策 費 2,236,103 1,065,000 3,301,103

6 環 境 費 2,692,094 45,044 2,737,138

2 水 環 境 費 367,053 40,635 407,688

3 環 境 自 然 保 護 費 192,895 4,409 197,304



  

7 農 林 水 産 業 費 38,518,194 5,282,047 43,800,241

1 農 業 費 10,578,854 933,758 11,512,612

4 林 業 費 17,496,122 4,272,337 21,768,459

5 水 産 業 費 264,982 75,952 340,934

8 商 工 費 78,882,593 714,566 79,597,159

1 商 工 費 77,977,389 714,566 78,691,955

9 土 木 費 98,999,710 551,507 99,551,217

2 道 路 橋 梁 費 39,727,614 300,000 40,027,614

6 住 宅 費 6,998,080 251,507 7,249,587

10 警 察 費 42,549,063 494,186 43,043,249

1 警 察 管 理 費 38,897,363 320,319 39,217,682

2 警 察 活 動 費 3,651,700 173,867 3,825,567

11 教 育 費 195,886,258 988,467 196,874,725

1 教 育 総 務 費 11,397,790 283,992 11,681,782

4 特 別 支 援 学 校 費 16,518,556 45,014 16,563,570

     第１号　平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 5               
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5 高 等 学 校 費 42,824,511 644,167 43,468,678

7 社 会 教 育 費 518,101 14,294 532,395

8 保 健 体 育 費 10,005,863 1,000 10,006,863

歳 出 合 計 829,898,293 13,244,373 843,142,666

　　第２表　債務負担行為補正

 追　　加

　　　 事　　　　　　　項 　期　　　　　　　間 限 度 額

千円

空港管理事業 平成26年度 363,510

高速情報通信ネットワーク整備事業 平成26年度～平成29年度 18,805

文化施設ＥＳＣＯ事業 平成26年度～平成40年度 204,195

文化施設改修事業 平成26年度 36,309

企業の女性登用・子育て支援促進事業 平成26年度 28,826

緊急雇用創出基金事業 平成26年度 100,000

農業大学校事業 平成26年度 58,779

街路事業 平成26年度～平成29年度 427,850

公共施設耐震対策事業 平成26年度 830,513

県立歴史館事業 平成26年度 293,123



　　第３表  地方債補正

起　債　の　方　法 利 率 償 還 の 方 法

災害援護資金 ― 1,134 1,134

5.0

％

以内

合        計 125,129,000 1,134 125,130,134

１　政府資金については、

　その融通条件による。

２  銀行その他の資金につ

　いては、その債権者との

　協定による。

千円 千円 千円

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

　（他の地方公共団体との

  共同発行を含む。）

３　その他

　　発行価格が額面金額を

　下回るときは、それぞれ

　の発行価格差減額を埋め

　るために必要な金額をそ

　れぞれの限度額に加算し

　た金額を限度額とする。

起  債  の  目  的

補　正　前　の

限  　度　  額

補　　正　　額

補　正　後　の

限  　度　  額

     第１号　平成25年度長野県一般会計補正予算（第１号）案 7               



　 第　２  号　 第　２  号　 第　２  号　 第　２  号

　　　平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6億9,970万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,214億9,635万

　　　8千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　　正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第２条　地方債の追加は、「第２表　地方債補正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案

歳 　　　　　　　　　入

　　 第２号　平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案  8               
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3 県 債 47,500,000 699,700 48,199,700

1 県 債 47,500,000 699,700 48,199,700

歳 入 合 計 220,796,658 699,700 221,496,358

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 公 債 費 220,796,658 699,700 221,496,358

1 公 債 費 220,796,658 699,700 221,496,358

歳 出 合 計 220,796,658 699,700 221,496,358

歳 　　　　　　　　　出



  第２表　地方債補正

起  債  の  目  的

補 正 前 の

限 度 額

補　正　額

補 正 後 の

限 度 額

起　債　の　方　法 利　率

公的資金繰上償還借換債 ― 699,700 699,700

　　　合　　　　計 47,500,000 699,700 48,199,700

償 還 の 方 法

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

　（他の地方公共団体との

　共同発行を含む。）

３　その他

　　発行価格が額面金額を

　下回るときは、それぞれ

　の発行価格差減額を埋め

　るために必要な金額をそ

　れぞれの限度額に加算し

　た金額を限度額とする。

5.0％

以内

１　政府資金について

は、

　その融通条件による。

２　銀行その他の資金に

つ

　いては、その債権者と

の

　協定による。

千円 千円 千円

　　 第２号　平成25年度長野県公債費特別会計補正予算（第１号）案 10               



　 第　３  号　 第　３  号　 第　３  号　 第　３  号

　　　平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13億730万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ129億5,680万5千

　　　円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　　正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第２条　地方債の変更は、「第２表　地方債補正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）案

歳 　　　　　　　　　入

　　 第３号　平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第１号）案  11               



 12               

5 県 債 1,058,000 1,307,300 2,365,300

1 県 債 1,058,000 1,307,300 2,365,300

歳 入 合 計 11,649,505 1,307,300 12,956,805

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

2 公 債 費 2,692,000 1,307,300 3,999,300

1 流域下水道事業債償還金 2,692,000 1,307,300 3,999,300

歳 出 合 計 11,649,505 1,307,300 12,956,805

　　第２表　地方債補正

歳 　　　　　　　　　出

起  債  の  目  的

補 正 前 の

限 度 額

補　正　額

補 正 後 の

限 度 額

起　債　の　方　法 利　率

流域下水道事業費 1,058,000 1,307,300 2,365,300

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

5.0％

以内

１　政府資金については、

　その融通条件による。

２　銀行その他の資金に

　ついては、その債権者

　との協定による。

償 還 の 方 法

千円

senn

千円

senn

千円

senn



 　第　４  号 　第　４  号 　第　４  号 　第　４  号

　　　平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　１　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ553万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億6,294万5千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　　正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 貸 付 勘 定 収 入 253,386 5,531 258,917

3 繰 越 金 118,879 5,531 124,410

歳 入 合 計 257,414 5,531 262,945

平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）案

歳 　　　　　　　　　入

　　 第４号　平成25年度長野県農業改良資金特別会計補正予算（第１号）案  13          



 14             

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 農 業 改 良 資 金 257,414 5,531 262,945

1 貸 付 金 253,386 5,531 258,917

歳 出 合 計 257,414 5,531 262,945

歳 　　　　　　　　　出



　 第　５  号　 第　５  号　 第　５  号　 第　５  号

　　　平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　　１　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ168万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,907万6千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補

　　　正」による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 国 庫 支 出 金 38,564 680 39,244

1 国 庫 負 担 金 38,564 680 39,244

3 繰 入 金 390,465 1,000 391,465

1 一 般 会 計 繰 入 金 390,465 1,000 391,465

平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）案

歳 　　　　　　　　　入

　　 第５号　平成25年度長野県県営林経営費特別会計補正予算（第１号）案  15               



 16              

歳 入 合 計 557,396 1,680 559,076

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 県 営 林 経 営 費 557,396 1,680 559,076

3 造 林 費 284,049 1,680 285,729

歳 出 合 計 557,396 1,680 559,076

歳 　　　　　　　　　出

 



　　　　 
　　　　　　　　　

第  ６  号第  ６  号第  ６  号第  ６  号

（総　則）

第１条 平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　

支　　　　　 　出

既決予定額 補正予定額

千円 千円 千円

（資本的収入及び支出）

第３条　

31,586 661,025第２項 営 業 外 費 用 692,611 △

予算第４条本文かっこ書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額25億1,109万９千円は、過年度分損益勘定留保資金

21億8,387万４千円、当年度分損益勘定留保資金２億4,453万４千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,269万１

科 目 計

第１款 水 道 事 業 費 用 4,383,924 △ 31,586 4,352,338

平成25年度長野県水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額31億4,840万５千円は、過年度分損益勘定留保

資金19億2,420万４千円、当年度分損益勘定留保資金11億4,151万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額8,269万１

平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）案平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）案

千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

　　 第６号　平成25年度長野県水道事業会計補正予算（第１号）案  17          



　　　　  18          

支　　　　　 　出

既決予定額 補正予定額

千円 千円 千円

（企業債）

第４条 予算第６条中

「 建設改良資金に充てるため

９億円 」

　　　を

「起債の目的 建設改良等資金に充てるため

15億5,980万円 」

　　　に改める。

科 目 計

起債の目的

第１款 資 本 的 支 出 3,678,763

限　度　額

限　度　額

4,316,069

第２項 企 業 債 償 還 金 1,483,647 637,306 2,120,953

637,306

             


